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兵庫県土地開発公社法人文書管理規程 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公文書等の管理に関する条例（令和元年兵庫県条例第10号。以下

「公文書管理条例」という。）第14条第１項の規定に基づき、兵庫県土地開発公社（以

下「公社」という。）における法人文書の管理について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおり

とする。 

(1) 法人文書 公社の職員が職務上作成し、又は取得した文書（図画及び写真（文書、

図画及び写真を撮影したマイクロフィルムを含む。）並びに電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

をいう。）を含む。以下同じ。）であって、公社の職員が組織的に用いるものとして、

公社が保有しているものをいう。ただし、公文書管理条例第２条第４項各号に掲げ

るものを除く。 

(2) 法人文書ファイル等 公社における能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の

適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまと

めたもの（以下「法人文書ファイル」という。）及び単独で管理している法人文書を

いう。 

第２章 管理体制 

（総括文書管理者） 

第３条 公社に総括文書管理者１人を置く。 

２ 総括文書管理者は、総務部長をもって充てる。 

３ 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 法人文書ファイル管理簿（第15条第１項に規定する法人文書ファイル管理簿をい

う。第４条第３項第４号において同じ。）及び移管・廃棄簿（第16条第２項に規

定する移管・廃棄簿をいう。第４条第３項第５号において同じ。）の調製 

(2) 法人文書の管理に関する必要な改善措置の実施 

(3) 法人文書の管理に関する研修の実施 

(4) 組織の新設、改正又は廃止に伴う法人文書の管理に関する必要な措置 

(5) 法人文書ファイル保存要領その他の必要な細則の整備 

(6) 前各号に掲げるもののほか、法人文書の管理に関する事務の総括 

（文書管理者） 

第４条  所掌事務に関する法人文書の管理の実施責任者として、公社に文書管理者１人

を置く。 

２ 文書管理者は、総務部副部長をもって充てる。 

３ 文書管理者は、その担任する事務に関する法人文書について、次に掲げる事務を行

うものとする。 
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 (1) 整理 

(2) 保存 

(3) 保存期間が満了したときの措置の設定 

(4) 法人文書ファイル管理簿への記載 

(5) 保存期間満了後の移管等又は廃棄（移管・廃棄簿への記載を含む。） 

(6) 保存期間及び保存期間の満了する日の延長         

(7) 管理状況の点検 

(8) 法人文書の作成の指示、法人文書の整理その他法人公文書の管理に関する職員の 

指導 

(9) 前各号に掲げるもののほか、法人文書の適正な管理に関し必要な事務 

（文書主任） 

第５条 公社に、文書主任１人以上を置く。 

２ 文書主任は、総務部課長及び総括文書管理者が別に定める者をもって充てる。 

３ 文書主任は、その担任する事務に関する法人文書の管理について、文書管理者の事

務を補佐する。 

(職員の責務) 

第６条 職員は、公文書管理条例の規定に基づき、関連する法令並びに条例、規則及び

規程並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法人文書を適正に管理しな

ければならない。 

第３章 文書の作成等 

（文書主義の原則）   

第７条 職員は、事務又は業務の実施に当たっては、公文書管理条例第12条第１項にお

いて準じる同条例第４条の規定に基づき、処理に係る事案が軽微なものである場合を

除き、文書を作成しなければならない。 

（別表第１の事務に係る文書の作成） 

第８条 職員は、別表第１に掲げる事務については、同表に掲げる事務の区分に応じ、

同表に定める法人文書の類型を参酌して、文書を作成しなければならない。 

（適切かつ効率的な文書の作成） 

第９条 職員は、文書の作成に当たっては、その内容について、複数の職員による確認

を経る等、文書の正確性を確保するよう努めなければならない。 

２ 職員は、文書の作成に当たっては、常用漢字表（平成22年内閣告示第２号）、現代

仮名遣い（昭和61年内閣告示第１号）、送り仮名の付け方（昭和48年内閣告示第２号）、

外来語の表記（平成３年内閣告示第２号）その他の総括文書管理者が示す基準に従い、

分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。 

３ 総括文書管理者及び文書管理者は、文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、

資料等の情報を職員の利用に供する等の方法により、職員による適切かつ効率的な文

書の作成に資するよう努めなければならない。 

（文書の取得） 

第10条 文書主任は、職員が職務上取得した文書について、受領した日付を後日検証す
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る必要が生ずると認められる場合には、受領印の押印その他の方法により、当該文書

の受領の処理をしなければならない。 

第４章 法人文書の整理 

（法人文書ファイル） 

第11条 文書管理者は、単独で管理することが適当であると認める法人文書を除き、適

時に、相互に密接な関連を有する法人文書を法人文書ファイルにまとめなければなら

ない。 

（法人文書ファイル等の分類） 

第12条 文書管理者は、所掌事務の性質、内容等に応じて、その管理する法人文書ファ

イル等の分類に関する基準（以下「分類基準」という。）を定め、当該分類基準に従

い、法人文書ファイル等を分類しなければならない。この場合において、別表第１に

掲げる事務に係る法人文書ファイル等については、同表に掲げる事務の区分に応じ、

同表に定める法人文書の類型を参酌して分類するものとする。 

２ 文書管理者は、分類基準を定め、又は変更したときは、総括文書管理者に報告しな

ければならない。 

（名称及び保存期間の設定） 

第13条 文書管理者は、法人文書ファイル等に分かりやすい名称を付し、法人文書ファ

イル等に保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。この場合に

おいて、別表第１に掲げる事務に係る法人文書ファイル等については、同表に定める

保存期間の設定基準に従い、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければな

らない。 

２ 文書管理者は、次に掲げる法人文書ファイル等については、１年以上の保存期間を

設定しなければならない。 

(1) 公社における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに公社の事務及び業務の実績

を跡付け、又は検証するために必要となる法人文書ファイル等 

(2) 公文書管理条例第12条第１項において準じる条例第５条第５項の規定により同項

に規定する保存期間満了後に一般の利用に供するための歴史資料として保存すべき

法人文書ファイル等 

３ 法人文書ファイル等の保存期間の起算日は、法人文書ファイル等を作成し、又は取

得した日（以下「文書作成取得日」という。）の属する年度の翌年度の４月１日とす

る。ただし、文書作成取得日から１年以内の日であって４月１日以外の日を起算日と

することが適当であると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。 

４ 前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする法人

文書ファイル等については、適用しない。 

第５章 法人文書の保存 

（保存） 

第14条 総括文書管理者は、公社が保有する法人文書ファイル等の適切な保存に資する

よう、法人文書ファイル保存要領を定めるものとする。 

２ 法人文書ファイル保存要領には、記録媒体に応じた法人文書の保存場所、保存方法
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その他法人文書の適切な保存を確保するための措置を記載しなければならない。 

３ 文書管理者は、法人文書ファイル等を、法人文書ファイル保存要領に従い、当該法

人文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。 

第６章 法人文書ファイル管理簿 

（法人文書ファイル管理簿の調製及び公表） 

第 15条 総括文書管理者は、公社が保有する法人文書ファイル等に係る次に掲げる事項

を記載した帳簿（以下「法人文書ファイル管理簿という。」を調製しなければならない。 

(1) 分類 

(2) 名称 

(3) 保存期間 

(4) 保存期間の満了する日 

(5) 保存期間が満了したときの措置 

(6) 保存場所 

(7) 文書作成取得日の属する年度 

(8) 文書作成取得日における文書管理者 

(9) 保存期間の起算日 

(10) 媒体の種別 

(11) 法人文書ファイル等に係る文書管理者 

２ 統括文書管理者は、法人文書ファイル管理簿を総務部に備えて一般の閲覧に供する

とともに、インターネットで公表しなければならない。 

（法人文書ファイル管理簿への記載） 

第 16条 文書管理者は、毎年度少なくとも１回、管理する法人文書ファイル等（保存期

間が１年以上のものに限る。）の現況について、前条第１項各号に掲げる事項を法人文

書ファイル管理簿に記載しなければならない。 

２ 文書管理者は、公文書管理条例第12条第４項の規定により保存期間が満了した法人

文書ファイル等について、移管等の措置を講じ、又は廃棄したときは、法人文書ファ

イル管理簿における当該法人文書ファイル等に関する記載を削除するとともに、当該

法人文書ファイル等の名称、移管等又は廃棄の日その他の必要な事項を帳簿（以下「移

管・廃棄簿」という。）に記載しなければならない。 

 ３ 法人文書ファイル管理簿又は移管・廃棄簿への記載に当たっては、記載すべき事項

の全部又は一部が情報公開条例（平成 12 年兵庫県条例第６号）第16条の３において

準用する同条例第６条に規定する非公開情報に該当する場合には、当該非公開情報を

明示しないようにしなければならない。 

第７章 移管等、廃棄又は保存期間の延長 

（保存期間が満了したときの措置） 

第 17条 文書管理者は、法人文書ファイル等について、別表第２に定める設定基準に従

い、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置とし

て、移管等又は廃棄のいずれかの措置をとるかを定めなければならない。 

（移管等又は廃棄） 

第 18条 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、前条の規定
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による定めに基づき、移管等の措置を講じ、又は廃棄しなければならない。 

２ 文書管理者は、保存期間１年未満の法人文書ファイル等を保存期間が満了したもの

として廃棄しようとするときは、当該法人文書ファイル等が第13条第２項各号に該当

しないかを確認しなければならない。 

（保存期間の延長） 

第 19条 文書管理者は、次の各号に掲げる法人文書ファイル等については、当該各号に

定める期間が経過する日までの間、当該法人文書ファイル等の保存期間を延長しなけ

ればならない。 

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの

間 

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当

該訴訟が終結するまでの間 

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるも

の 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して１年間 

(4) 情報公開条例第 16 条の３において準用する（以下この号において同じ。）同条例

第５条第１項に規定する公開請求があったもの 同条例第10条第１項に規定する公

開決定又は同条第２項に規定する非公開決定（以下この号において「非公開決定」

という。）（同条例第 11 条第３項又は第 12 条第３項の規定により非公開決定があっ

たものとみなされる場合を含む。）の日の翌日から起算して１年間 

(5) 兵庫県土地開発公社個人情報の保護に関する規程第14条第１項の規定による開示 

 の請求があったもの 同規程同条第３項に規定する開示しない旨の決定の日の翌日

から起算して１年間 

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該法人文書ファイル等について現に請求、争訟等

の対象となっているもの 当該請求、争訟等の処理に必要な期間 

２ 文書管理者は、保存期間が満了する法人文書ファイル等について、その職務の遂行

上必要があると認めるときには、その必要な限度において、一定の期間を定めて法人

文書ファイル等の保存期間を延長することができる。 

第８章 点検・監査及び管理状況の報告等 

（点検・監査） 

第 20条 文書管理者は、自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について、毎年度少

なくとも１回、点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。 

２ 総括文書管理者は、必要があると認めるときは、法人文書の管理状況について監査

を行うものとする。 

３ 総括文書管理者は、第１項の点検又は前項の監査の結果等を踏まえ、法人文書の管

理について必要な措置を講ずるものとする。 

（紛失等への対応） 

第 21条 文書管理者は、法人文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、

直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。 

２ 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のため

に必要な措置を講ずるものとする。 



6 
 

（管理状況の報告） 

第 22条 総括文書管理者は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管

理状況について、毎年度、知事に報告するものとする。 

第９章 研修 

（研修） 

第 23条 総括文書管理者は、職員に対し、法人文書の管理を適正かつ効果的に行うため

に必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとす

る。 

２ 文書管理者は、総括文書管理者その他の機関が実施する法人文書の管理に関する研

修に職員を積極的に参加させなければならない。 

第 10章 補則 

（他の法令等との関係） 

第 24条 法律若しくはこれに基づく命令、条例又は他の規則等（以下この条において「法

令等」という。）の規定により、文書の作成又は法人文書の整理、保存、廃棄その他の

法人文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられているときは、当該法令

等の定めるところによる。 

（補則） 

第 25条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。 

附 則（令和２年３月27日議決） 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

  兵庫県土地開発公社文書取扱規程の規定中、法人文書の管理に係る事項については、

この規程における当該事項に相当する規定を適用する。 
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別表第１（第８条、第12条、第13条関係） 

法人文書の類型及び保存期間の設定基準 

１ 公社の規程の制定又は改廃に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 
保存期間の
設定基準 

具体例 

(1)  規程案の 

作成のため 

決裁 

決裁文書 30年 議案等 

(2)  理事会審 

議 

理事会審議文書 議案説明資料、質疑記録等 

２ 公社における会議又は協議による公社の運営の決定に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 
保存期間の
設定基準 

具体例 

公社の運営の

決定を伴う会

議又は協議 

会議・協議文書 30年 会議資料、協議資料、記録等 

３ 行政処分、不服申立て、訴訟その他の個人又は法人の権利義務の得喪（以下「訴

訟等」という。）に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 
保存期間の
設定基準 

具体例 

(1)  訴訟等に 

関する事務 

決裁文書その他訴

訟等に至る過程が

記録された文書 

訴訟等の効

力が消滅す

る日に係る

特定日以後

５年 

取扱案、理由等 

(2) 訴訟等に

関する審議

会等におけ

る検討 

ア 訴訟等におけ

る陳述の内容を

録取した文書 

裁決、決定そ

の他の処分

がされる日

に係る特定

日以後 

10 年 

不服申立書、口頭による不服

申立ての録取書等 

イ 審議会等文書 諮問、配付資料、議事の記録、 

答申、報告等 

ウ 裁決、決定その

他の取扱いをす

るための決裁文

書その他当該取

扱いに至る過程

が記録された文

書 

弁明書、反論書、審理員等の

意見書等 

エ 裁決書又は決 裁決書、決定書等 
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定書 

(3) 公社を当

事者とする

訴訟の提起

その他の訴

訟に関する

事務 

ア 訴訟の提起に

関する文書 

訴訟が終結

する日に係

る特定日以

後10 年 

訴状、訴えの提起又は応訴に

係る決裁文書、訴訟代理人の

選任に関する文書等 

イ 訴訟における

主張又は立証に

関する文書 

答弁書、準備書面、各種申立

書、証人等調書、書証等 

ウ 判決書又は和

解調書 

判決書、和解調書等 

４ 予算及び決算に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 
保存期間の
設定基準 

具体例 

(1) 事業計画、

予算及び資

金計画に関

する事務 

ア 事業計画、予算

及び資金計画に

関する書類の作

製及び重要な経

緯 

30年 事業計画書、予算及び資金計

画書等 

イ アに掲げるも

ののほか、予算等

の成立に至る過

程が記録された

文書 

予算実施計画、貸借対照表等 

(2) 事業報告

及び決算報

告に関する

事務 

ア 事業報告及び

決算報告に至る

過程が記録され

た文書 

５年 事業報告書、決算報告書等 

イ 監事に提出し

た文書 

ウ 監事の監査を

受けた結果に関

する文書 

監査意見書等 

 

エ アからウまで

に掲げるものの

ほか、決算の提出

に至る過程が記

録された文書 

月次試算表、附属諸表等 

５ 職員の人事に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 
保存期間の
設定基準 

具体例 
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(1)  職員の研 

修に関する 

 事務 

職員の研修の実施 

状況が記録された 

文書 

10年 実績等 

(2)  職員の兼 

業の許可に 

関する事務 

職員の兼業の許可

の申請書及び当該

申請に対する許可

に関する文書 

許可の効力

が消滅する

日に係る特

定日以後３

年 

申請書、通知書等 

(3)  退職手当 

の支給に関 

する事務 

退職手当の支給に

関する決定の内容

が記録された文書

及び当該決定に至

る過程が記録され

た文書 

支給制限そ

の他の支給

に関する処

分を行うこ

とができる

期間又は５

年のいずれ

か長い期間 

調書等 

６ その他の事項 

事務の区分 法人文書の類型 
保存期間の
設定基準 

具体例 

(1)  組織及び 

定員に関す 

る事務 

組織及び定員の要

求及び決定に関す

る文書並びにその

基礎となった意思

決定及び意思決定

に至る過程が記録

された文書 

10年 組織要求書、定員要求書、県

との事前協議等の資料及び記

録等 

(2)  表彰に関 

する事務 

決裁文書及び伝達

の文書 

10年 選考基準、選考案、伝達、受

章者名簿等 

(3) 議会にお

け る 審 議

（１の部か

ら５の部ま

でに掲げる

も の を 除

く。） 

議会審議文書 10年 説明資料、想定問答、答弁原

稿、質疑記録等 

(4) 審議会等 

における審 

議（１の部か

ら５の部ま

審議会等文書 10年 諮問、配付資料、議事の記録、 

答申、報告等 
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でに掲げる

も の を 除

く。） 

(5) 法人文書

の管理 

ア 法人文書ファ

イル管理簿その

他の業務に常時

利用するものと

して継続的に保

存すべき法人文

書 

常用（無期

限） 

法人文書ファイル管理簿等 

イ 法人文書ファ

イル等の移管又

は廃棄の状況が

記録された帳簿 

30年 移管・廃棄簿等 

 

備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

１ 決裁文書 意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行

うことにより、その内容を公社の意思として決定し、又は確認した文書 

２ 議会審議文書 議会における議案の趣旨の説明又は審議の内容が記録された文

書、議会において想定される質問に対する回答に関する文書その他の議会審議に関

する文書 

３ 特定日 保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の４月１日（当

該確定することとなる日から１年以内の日であって、４月１日以外の日を特定日と

することが適当であると文書管理者が認める場合にあっては、その日） 

４ 審議会等 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員

とする懇談会その他の会合 
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別表第２（第17条関係） 

保存期間満了時の措置の設定基準 

 

第１ 基本的考え方 

１ 公文書管理条例は、法人文書の適正な管理を確保し、もって公社の有するその諸

活動を県民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とし（第１条）、また、

経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証す

ることができるよう文書を作成しなければならない旨定めている（条例第12条第１

項において準じる第４条）。 

２ また、このように作成され、保存される法人文書のうち、一定の法人文書につい

ては、その保存期間が満了した後も、一般の利用に供するための歴史資料として保

存すべきことを定めている（条例第12条第１項において準じる第５条及び第８条）。 

３ これらを踏まえ、第２の選別基準ⅠからⅣまでのいずれかに該当する文書は、「一

般の利用に供するための歴史資料として保存すべきもの」とし、公社から知事に移

管し知事が兵庫県公館県政資料館において歴史資料としての保存の措置を講ずるか、

又は公社において独自に歴史資料としての保存の措置を講ずるものとする。 

 

第２ 一般の利用に供するための歴史資料として保存すべき文書の選別基準 

Ⅰ 公社の組織及び機能並びに公社の運営の検討過程、決定、実施及び実績に関す

る重要な情報が記録された文書 

Ⅱ 県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 

Ⅲ 県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書 

Ⅳ 公社の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書 

１ Ⅰの文書について、次のような重要な情報が記録された文書が対象となる。 

(1)  公社の機関の設置、統合、廃止、改編の経緯並びに各組織の構造や権限及び機

能の根拠に関する情報が記録された文書 

(2)  経緯も含めた公社の運営の検討過程や決定並びに公社の運営の実施及び実績

に関する情報であって、将来までを見据えて公社の運営の理解や見直しの検討に

資すると考えられる情報が記録された文書 

２ Ⅱの文書について、次のような重要な情報が記録された文書が対象となる。 

(1)  県民の権利及び義務の法令上の根拠並びに個人及び法人の権利及び義務の得

喪に関する基準、取扱等の設定に関する経緯も含めた情報が記録された文書 

(2)  個別の取扱等のうち公益等の観点から重要と認められるものに関する情報が

記録された文書 

(3)  県民からの不服申立てや公社を当事者とする訴訟の提起等に関する情報のう

ち、法令の解釈やその後の公社の運営等に大きな影響を与えた事件に関する情報

が記録された文書 

３ Ⅲの文書について、次のような重要な情報が記録された文書が対象となる。 

(1)  公社の運営の変更や優先順位の設定に影響を与えた社会環境、自然環境等に関

する情報が記録された文書 
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(2)  公社の運営が県民に与えた影響や効果、社会状況を示す重要な調査の結果、公

社の広報に関する情報が記録された文書 

(3)  自然環境に関する観測結果等、その動態に関する情報が記録された文書 

４ Ⅳの文書について、次のような重要な情報が記録された文書が対象となる。 

(1)  公社の変遷、自然災害、事件等の重大な出来事に関する情報が記録された文書 

(2)  学術の成果及びその顕彰、文化、芸術又は技術の功績等のうち重要なものに関

する情報が記録された文書 

 

第３ 法人文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置の設定基準等 

１ 別表第１に掲げる事務に係る文書の保存期間満了後の措置は、上記選別基準に基

づき、次の表に定めるとおりとする。 

(1)  公社の規程の制定又は改廃に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 保存期間満了後の措置 

ア 規程案作成のため 

の決裁 

決裁文書 移管等 

イ 理事会審議 理事会審議文書 

(2)  公社における会議又は協議による公社の運営の決定に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 保存期間満了後の措置 

公社の運営の決定を伴

う会議又は協議 

会議・協議文書 移管等 

(3)  行政処分、不服申立て、訴訟その他の個人又は法人の権利義務の得喪（以下「訴

訟等」という。）に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 保存期間満了後の措置 

ア 訴訟等に関する事

務 

 

決裁文書その他訴訟等に至る

過程が記録された文書 

次の文書は移管等、そ

の他の文書は廃棄 

重要な公益事業に関す

る文書 

イ 訴訟等に関する審

議会等における検討 

(ｱ) 訴訟等における陳述の内

容を録取した文書 

法令の解釈、公社の運

営等に影響を与えた事

件に関する文書は移管

等、その他の文書は廃

棄 

(ｲ) 審議会等文書 

(ｳ) 裁決、決定その他の取扱

いをするための決裁文書そ

の他当該取扱いに至る過程

が記録された文書 

(ｴ) 裁決書又は決定書 

ウ 公社を当事者とす

る訴訟の提起その他

の訴訟に関する事務 

(ｱ) 訴訟の提起に関する文書 法令の解釈、公社の運

営等に影響を与えた事

件に関する文書は移管
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(ｲ) 訴訟における主張又は立

証に関する文書 

等、その他の文書は廃

棄 

(ｳ) 判決書又は和解調書 

(4)  予算及び決算に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 保存期間満了後の措置 

ア 事業計画、予算及び

資金計画に関する事

務 

(ｱ) 事業計画、予算及び資金

計画に関する書類の作製及

び重要な経緯 

予算に関する重要な経

緯が記録された文書は

移管等、その他の文書

は廃棄 (ｲ) (ｱ)に掲げるもののほか、

予算等の成立に至る過程が

記録された文書 

イ 事業報告及び決算

報告に関する事務 

(ｱ) 事業報告及び決算報告に

至る過程が記録された文書 

決算に関する重要な経

緯が記録された文書は

移管等、その他の文書

は廃棄 

(ｲ) 監事に提出した文書 

(ｳ) 監事の監査を受けた結果

に関する文書 

(ｴ) (ｱ)から(ｳ)までに掲げる

もののほか、決算の提出に

至る過程が記録された文書 

(5) 職員の人事に関する事項 

事務の区分 法人文書の類型 保存期間満了後の措置 

ア 職員の研修に関す

る事務 

職員の研修の実施状況が記録 

された文書 

廃棄 

 

イ 職員の兼業の許可

に関する事務 

職員の兼業の許可の申請書及 

び当該申請に対する許可に関 

する文書 

ウ 退職手当の支給に

関する事務 

退職手当の支給に関する決定 

の内容が記録された文書及び 

当該決定に至る過程が記録さ 

れた文書 

(6) その他の事項 

事務の区分 法人文書の類型 保存期間満了後の措置 

ア 組織及び定員に関

する事務 

組織及び定員の要求及び決定

に関する文書並びにその基礎

となった意思決定及び意思決

定に至る過程が記録された文

書 

移管等 

イ 表彰に関する事務 決裁文書及び伝達の文書 次の文書は移管等、そ
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の他の文書は廃棄 

重要な表彰に関する文

書 

ウ 議会における審議

（(1)の部から(5)の

部までに掲げるもの

を除く。） 

議会審議文書 移管等 

エ 審議会等における

審議（(1)の部から(5)

の部までに掲げるも

のを除く。） 

審議会等文書 移管等 

オ 法人文書の管理 (ｱ) 法人文書ファイル管理簿

その他の業務に常時利用す

るものとして継続的に保存

すべき法人文書 

移管・廃棄簿について

は移管等、その他の文

書は廃棄 

(ｲ) 法人文書ファイル等の移

管又は廃棄の状況が記録さ

れた帳簿 

備考 この表における用語の意義は、別表第１の備考に定めるとおりとする。 

２ 個別の重大事案に係る法人文書については、第２のⅠからⅣまでのいずれかに該

当するものと考えられるため、別表第１において廃棄とされている場合であっても

保存すべきこととする。その具体例は、次のとおりとする。 

(1) 災害及び事故事件への対処 

（例）阪神・淡路大震災、ＪＲ福知山線脱線事故、東日本大震災 等 

(2) 公社に係る新たな仕組みの構築 

（例）参画と協働、情報公開条例施行規程の制定、行財政構造改革 等 

(3) 歴史的催事 

（例）国民体育大会、国際会議 事案等 

３ 知事の決裁を受けた事案に関する文書については、第２のⅠからⅣまでのいずれ

かに該当するものと考えられるため、原則として保存すべきこととする。 

４ １から３までに記載のないものに関しては、第１の基本的考え方に照らして、公

社において個別に判断するものとする。 

５ 「一般の利用に供するための歴史資料として保存すべきもの」とされている文書

が含まれている法人文書ファイル等は、全て移管等の措置をする。 


